
告

示

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
一

寄
附
金
税
額
控
除
対
象
寄
附
金
指
定
申
請
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
の
届
出
（
市
町
村
営
事
業
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

教
育
委
員
会
告
示

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
の
一
部
改

正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
三
十
二
号

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
大

分
県
告
示
第
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

第
一
条
中
「
第
二
条
第
十
二
項
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を

加
え
る
。

（
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）

第
三
条
の
二

規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
発
行
又
は
発
給
を
し
た
書
類
で
個
人
番
号
並
び
に
氏

名
及
び
出
生
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

二

自
身
の
個
人
番
号
に
相
違
な
い
旨
の
本
人
に
よ
る
申
立
書
（
提
示
時
に
お
い
て
作
成
し
た
日
か
ら
六

箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）

（
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）

第
三
条
の
三

規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
身
分
証
明
書
等
で
、
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

二

戦
傷
病
者
手
帳
そ
の
他
官
公
署
か
ら
発
行
又
は
発
給
を
さ
れ
た
本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
書
類

で
、
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

三

個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
を
印
字
し
た
上
で
本
人
に
交
付
し
、
又

は
送
付
し
た
書
類
で
、
当
該
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
に
対
し
て
当
該
書
類
を
使
用
し
て
提
出
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
書
類

四

官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
を
印
字
し
た
上
で
本
人
に

交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
書
類
で
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
に
対
し
て
、
申
告
書
又
は
申
請
書

等
と
併
せ
て
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
場
合
の
当
該
書
類

五

税
理
士
証
票

第
四
条
第
三
号
を
削
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
個
人
識
別
事
項
」
の
下
に
「
（
国
外
転
出
者
（
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
国
外
転

出
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
別
表
の
十
六
の
項
又
は
九
十
九
の
項
」
を
「
別
表
の
二
十
四
の
項
又
は
百
三
十
三
の

項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
当
該
提
供
を
行
う
者
が
国
外
転
出
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
。
第
十
七
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す

る
。第

十
八
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号

目

次

令

和

七

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
九
四
号

三
月
二
十
五
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

寄
附
金
を
受
領

す
る
者
の
名
称

異
動
事
項

異
動
の
内
容

異
動
年
月
日

新

旧

独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構

代
表
者
氏
名

新
木

一
弘

楠
岡

英
雄

令

六
・

四
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

医
療
法
人
悠
隆
会

安
心
院
整
形
外
科

医
院

医
療
法
人
九
州
千

雅
安
心
院
整
形
外

科
医
院

宇
佐
市
安
心
院
町
木
裳
字
西
光
寺
四
一

三
番
一

令

六
・

四
・

一

矢
野
小
児
科
医
院
医
療
法
人
す
が
こ

ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
速
見
郡
日
出
町
大
字
豊
岡
六
一
〇
〇
番

地
二
五
一

令

六
・

四
・

一

井
上
小
児
科
医
院
久
持
ク
リ
ニ
ッ
ク
中
津
市
大
字
上
宮
永
字
友
ノ
町
一
三
番

地
の
四

令

六
・
十
一
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

と
す
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

還
付
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
所
持
者
（
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
六

年
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
十
号
。
以
下
「
令
和
六
年
改
正
命
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個

人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第

八
十
五
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
還
付
を
受
け
て
い
る
者
を
い
い
、

令
和
六
年
改
正
命
令
の
施
行
の
際
現
に
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利

便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
及
び
令
和
六
年
改
正
命
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
係
る
本

人
確
認
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が

適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
第
四
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
八
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
一
条
（
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

大
分
県
告
示
第
百
三
十
三
号

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
の
三
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
三
十
五
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

二



令
七
・

三
・
四

映

画

人
妻
の
虜

隣
の
あ
さ
み
さ
ん

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

痴
態
道
楽

熟
女
発
情
く
り
か
え
し

オ
ー
ピ
ー
映
画

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
西
溝
井
地
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
臼
杵
市
か
ら
田
城
地
区
の
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

施
行
者
の
名
称

別
府
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
道
路
事
業

三
・
三
・
五
号

山
田
関
の
江
線
及
び
三
・
四
・
十
五
号

亀
川
駅
西
線

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十

九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大

分

県

教

育

委

員

会

第
一
条
中
「
第
二
条
第
十
二
項
」
を
「
第
二
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
限
る
」

の
下
に
「
。
以
下
「
税
理
士
証
票
」
と
い
う
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）

第
三
条
の
二

規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
発
行
又
は
発
給
を
し
た
書
類
で
個
人
番
号
並
び
に
氏

名
及
び
出
生
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

二

自
身
の
個
人
番
号
に
相
違
な
い
旨
の
本
人
に
よ
る
申
立
書
（
提
示
時
に
お
い
て
作
成
し
た
日
か
ら
六

箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）

（
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）

第
三
条
の
三

規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
身
分
証
明
書
等
で
、
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の

（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

二

戦
傷
病
者
手
帳
そ
の
他
官
公
署
か
ら
発
行
又
は
発
給
を
さ
れ
た
本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
書
類

で
、
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

三

個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
を
印
字
し
た
上
で
本
人
に
交
付
し
、
又

は
送
付
し
た
書
類
で
、
当
該
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
に
対
し
て
当
該
書
類
を
使
用
し
て
提
出
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
書
類

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

四

官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
を
印
字
し
た
上
で
本
人
に

交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
書
類
で
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
に
対
し
て
、
申
告
書
又
は
申
請
書

等
と
併
せ
て
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
場
合
の
当
該
書
類

五

税
理
士
証
票

第
四
条
第
三
号
を
削
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
個
人
識
別
事
項
」
の
下
に
「
（
国
外
転
出
者
（
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
国
外
転

出
者
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
出
生
の
年
月
日
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

還
付
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
所
持
者
（
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
六

年
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
十
号
。
以
下
「
令
和
六
年
改
正
命
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個

人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第

八
十
五
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
還
付
を
受
け
て
い
る
者
を
い
い
、

令
和
六
年
改
正
命
令
の
施
行
の
際
現
に
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利

便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
「
令
和

元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
及
び
令
和
元

年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
係
る
本
人
確
認
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改

正
前
の
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
第
四

条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

〇
公

告

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
字
川
原
縁
四
百
四
十
七
番
一
、
字
道
中
島
四
百
五
十
番
ほ
か
二
筆
及
び
字
丸
尾

四
百
五
十
八
番
三
ほ
か
二
筆

二

開
発
区
域
の
面
積

七
千
八
百
三
十
五
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
四
番
十
六
号

東
京
建
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小

澤

克

人

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校
ほ
か
十
五
施
設
で
使
用
す
る
電
気
四
百
八
十
九
万
九
千
三
百
二
十
一
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

コ
ス
モ
エ
ネ
ル
ギ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙

山

直

樹

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
浜
町
三
丁
目
三
番
二
号

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
公
告
）

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

四
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五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

一
億
二
千
百
二
十
六
万
六
千
六
百
三
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
十
二
月
六
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校
ほ
か
十
二
施
設
で
使
用
す
る
電
気
五
百
三
十
六
万
六
千
二
百
三
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐

藤

和

彦

千
葉
県
柏
市
若
柴
百
七
十
八
番
地
四

柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｋ
Ｏ
Ｉ
Ｌ

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

一
億
三
千
百
三
十
八
万
五
千
七
百
六
十
八
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
十
二
月
六
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
国
東
高
等
学
校
ほ
か
十
七
施
設
で
使
用
す
る
電
気
四
百
七
十
万
六
千
四
百
四
十
八
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ゼ
ロ
ワ
ッ
ト
パ
ワ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐

藤

和

彦

千
葉
県
柏
市
若
柴
百
七
十
八
番
地
四

柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｋ
Ｏ
Ｉ
Ｌ

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

一
億
千
五
百
八
十
八
万
九
千
九
百
七
十
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
十
二
月
六
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校
ほ
か
十
九
施
設
で
使
用
す
る
電
気
五
百
五
万
四
千
五
百
二
十
五
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒

淵

誠

二

香
川
県
高
松
市
林
町
千
九
百
六
十
四
番
地
一

五

落
札
金
額
（
電
気
料
金
の
見
込
金
額
）

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



一
億
二
千
百
十
六
万
八
千
三
百
八
十
二
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
十
二
月
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

六


